
日本アレルギー学会 男女共同参画奨励賞 規約 

The Gender Diversity Award 

 

１．趣 旨 

日本アレルギー学会では、男女共同参画の取り組み・支援システムの促進を目 

的として「男女共同参画奨励賞」を設け、男女共同参画の理念に基づいた活動を継続

するための環境を整えている学会員、または所属機関を表彰・広報し、さらに男女共

同参画の活動を促進する。 

 

２. 賞の名称 

この賞を「日本アレルギー学会 男女共同参画奨励賞」（The Gender Diversity Award）

と名付ける。 

 

3．選考の基準 

本賞の選考については、推薦書（個人の部：様式1、団体の部：様式２）を基準とし

て、特に優れている者ならびに支援機関を選考する。 

 

4．対象・応募資格 

次の事項 1）-6）のすべてに該当するもの 

1）① 個人応募：締め切り日に会員歴が5年以上で、かつ年会費を完納している者。医

師の場合はアレルギー学会専門医を取得していることが望ましい。 

   ② 団体応募：団体の代表は前項①に準ずるが、過半数以上が会員で構成されてい

ることが望ましい。 

2）男女は問わない 

3）男女共同参画に関連した社会的・教育的活動（過去2年以内から現在進行中のもの

まで）。 

4) 自薦・他薦を問わない 

5） 同一施設（部署）からの応募は1 名のみとする 

6） 過去に本賞を受賞したものは応募できない 

 

 

5. 選考手順 

1） 申請するものは以下の申請書類を整え 、所定の期日までに本学会に提出する。 

①推薦申請書（個人の部：様式１、団体の部：様式２） 

②成果資料など 

③推薦書（所属長または日本アレルギー学会代議員による押印のこと、書式自由） 

 

2） 男女共同参画委員会では、男女共同参画の趣旨に沿った活動状況について書類選

考を行い、毎年2名以内の受賞者候補を決定する。 

3） 本委員会で指名された候補者を理事会で承認する。 



 

6. 締め切り 

10月末日（必着） 

 

7．賞の授与 

1） 本学術大会開催時、男女共同参画委員会企画セッション（または懇親会） におい

て受賞者や受賞団体に賞状・副賞を授与し、所属長（部長など）に対して感謝状

を進呈する。 

2） 学術大会終了後、所属機関の長（学長・病院長など）に対して、感謝状を送付す

る。 

 

8. その他 

1） 受賞者は学術大会開催時に男女共同参画企画セッションにおいて、受賞内容に関

して発表すると同時に、所属施設における男女共同参画に関する取り組みについ

て報告する。 

2） 本賞の受賞者・所属施設における男女共同参画に関する取り組み状況について、 

学会HPおよび学会誌に掲載する。 

3） 受賞者は、原則として次年度の学術大会開催時の男女共同参画委員会企画 

セッションにおいて受賞後一年間の活動報告を行う。 

4) 表彰形式：奨励賞本賞受賞者には、賞状と副賞(楯)と奨励金 30,000円を授与する。

但し、本賞の授賞は 1回のみとする。 

  また、次点以下の優れた応募者には、サポート賞として表彰状を授与する。なお、

サポート賞の授賞は、何度でも可能である。 

 


